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企業等の技術者と本学の研究者が共通の課題について対等の立場で共同して研究を行う制度です。

企業等の技術者を受け入れ、本学を研究の場とする一般型と、企業と大学が研究内容を分担してそれ

ぞれの場所で行う分担型があります。

車じ巡み

共同研買契約

唖賓賓割付

一般型/大学に技術者を派遣
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+..... 
大学研究者 企業技術者

分担型/分担して研究

大学研究者 企業技術者

経費負担方法 全額企業負担直接経費に10%の間接経費を付加させて頂きます。

研究期間 複数年度の契約可能

特許の取扱い 発明者の所属する機関が特許を有します。

-企業が独占的実施権を希望される場合、出願費用等の金額負担をお願い致します。

-企業と大学が共同で保有する特許について、企業が通常実施権を希望する場合、特許の

権利の持分に応じて大学も出願費用等を負担します。

宮崎詳細及び申請書データはこちら→ http://www.engg.nagoya-u.ac.jp/company/comOl.html 

-申請書担当窓口(社会連携室) -契約書・執行担当窓口(社会連携室)

TEL 052-789-3084 FAX 052-789-3103 TEL 052-789-3413 FAX 052-789-3103 

E-mail: kkyoudo 岬post.j i mu. nagoya-u. ac. j p I E-mail: kkyoudo_k@post.jimu.nagoya-u.ac.jp 
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企業等からの委託を受けて本学の研究者が研究を実施し、その成果を委託者に報告する制度です。技

術者の派遣は必要ありません。

受託研頁申し込み

研男費納付

ぜ問、

佐
経費負担方法 全額企業負担直接経費に30%

の間接経費を付加させて頂きます。

研究期間 複数年度の契約可能

特許の取扱い 名古屋大学の帰属となります。企業
が希望すれば特許を受ける権利の
1/2まで無償で供与します。大学研究者が研究

議手続きl歩?
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⑤納入依頼書を郵送

⑥研究経費を振込み

宮崎詳細及び申請書データはこちら→ http://附 w.engg.nagoya-u.ac.jp/company/com02.html
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企業等から技術者を受け入れ、大学院レベルの研究の機会を提供し、その能力の向上を図る制度です。

‘RC:術一

受託研毘員申し込み

企業技術者

経費負担方法 全額企業負担

受け入れ時期 原則として年度の初め。

研究期間 1年以内、更新も可能です。

特許の取扱い 発明に対する貢献度に依存します。

4 本学に納入し乞いteteく経費I歩?

会計年度内 (4/1~翌年 3/31 )で、 6か月以内の場合は研究料 270司 600円、 6か月を超えて 1年以内の場合は研究料

541司 200円となります。

4 特許G)取扱いi事?

発明に対する貢献度に依存します。

4 手続き1eJ:? 

④納入依頼書を郵送|三凹

金色①願書等を提出

②学内審査

③受入決定の通知を郵送巳同

ご議⑤研究料持込み

女詳細及び申請書データはこちら→ http://帆阿.cngg.nagoya-u.ac.jp/company/com06.html 
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企業や篤志家などから学術研究や教育の充実などを目的とする経費として受け入れる寄附金の制度です。

寄附車[J'込み

受け入れ時期 随時

※寄附講座 「寄附講座」、「寄間研究部門」及び「寄附捜業」を開設することができます。特任教授、特任
准教授等が置かれ教育・研究に従事できます。その給与・研究費は寄附金によってまか芯われ
ます。

・開設のポイン卜 開設期聞は2・5年、更新可能。寄附金は一括・分割可能。寄附者の名称付与が可能。

ぷ蓑入れ制限i歩?

次に掲げる条件が付されている場合は、受け入れることができません。

( 1 )寄附金により取得した財産を寄附者に譲与すること。

( 2 )寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権の権利を寄問者に譲渡し、文は使用させること。

( 3 )寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。

( 4 )寄附申込後、寄附者の意志により寄附金の全部文は一部を取り消すことができること。

( 5 )寄附金を受け入れることによって財政負担を伴うもの。

( 6 )その他、総長が特に本学の業務遂行上支障があると認める条件。

4 付すことができる条件Iet:? 

次のような条件を寄附金に付すことができます。

( 1 )学術研究を指定すること。

( 2 )寄附金によって、研究した結果の簡単な報告を行うこと。

( 3 )寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。

( 4 )寄附目的が完了したときは、使用残額は返却すること。

( 5 )貸与又は給付する学生又は生徒の範囲を定めること。
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名古屋大学から発行される領収書により、国立大学法人に対する寄間金として、法人の場合は全額を損金に算入でき、

個人の場合は 5千円を超える部分について、総所得額の 40%まで所得控除ができます。詳しくは税務署等にお尋ねく

ださい。

実詳細及び申込書データはこちら→ http://附 w.engg.nagoya-u.ac.jp/company/com04.html

42 -担当窓口(社会連携室)

TEL 052-789-3407、 FAX 052-789-3103、 E-mail: kou-san@post.jimu.nagoya-u.ac.jp 
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